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◎

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
（
抄
）

第
四
十
三
条
の
十
二

前
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
第
四
十
三
条
の
十
二
前
条
第
一
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
又
は
国
際
拠
点
港
湾
の
港
湾

管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
省

略
）

二

次
に
掲
げ
る
事
項
（
前
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
二
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
埠
頭
群
の
運
営
の
事
業
に
関
す
る
計
画

（
以
者
に
あ
つ
て
は
、
ニ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
記
載
し
た
埠
頭
群
の
運
営
下
「
運
営
計
画
」
と
い
う
。
）
の
事
業
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
運

営
計
画
」
と
い
う
。
）

イ
～
ハ

（
省

略
）

二

埠
頭
群
の
運
営
の
推
進
に
関
す
る
事
項
の
う
ち
国
際
基
幹
航
路
（
国
際
戦
略
港
湾
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の
間
の
航
路
の
う
ち
、
長
距
離
の

国
際
海
上
コ
ン
テ
ナ
運
送
に
係
る
国
際
海
上
貨
物
輸
送
網
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
第
四
十
三
条
の
三
十

一
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
就
航
す
る
外
貿
コ
ン
テ
ナ
貨
物
定
期
船
（
本
邦
の
港
と
本
邦
以
外
の
地
域
の
港
と
の
間
に
航
路
を
定
め
て
一
定
の
日
程
表

に
従
つ
て
船
舶
を
就
航
さ
せ
、
主
と
し
て
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
運
送
を
行
う
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
船
舶
を
い
う
。
同
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
寄
港

回
数
の
維
持
又
は
増
加
を
図
る
た
め
の
取
組
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
の
内
容

ホ

（
省

略
）

２

（
省

略
）

◎

港
湾
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十
八
号
）

別
表
第
一
（
第
十
一
条
の
九
関
係
）

対
象
地
域
の
名
称

対
象
地
域
の
範
囲

一

北
米
地
域

北
ア
メ
リ
カ
大
陸
（
メ
キ
シ
コ
以
南
の
地
域
を
除
く
。
）

二

欧
州
地
域

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
（
ロ
シ
ア
（
ベ
ー
リ
ン
グ
海
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
及
び
日
本
海
を
含
む
太
平
洋
に
面
す
る
地
域
を
除
く
。
）
を
含

む
。
）

三

中
南
米
地
域

メ
キ
シ
コ
以
南
の
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
及
び
南
ア
メ
リ
カ
大
陸

四

大
洋
州
地
域

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸

五

ア
フ
リ
カ
地
域

ア
フ
リ
カ
大
陸
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◎

と
ん
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
七
号
）
（
抄
）
（
※
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
九
号
）
に
よ
る
改
正
後
）

附

則

１
～
６

（
省

略
）

７

国
土
交
通
大
臣
は
、
財
務
大
臣
に
対
し
、
外
貿
コ
ン
テ
ナ
貨
物
定
期
船
の
名
称
そ
の
他
前
項
に
規
定
す
る
税
率
の
適
用
に
関
し
て
必
要
な
情
報
で
財
務
省

令
で
定
め
る
も
の
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

◎

特
別
と
ん
税
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
八
号
）
（
抄
）
（
※
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
九
号
）
に
よ
る
改
正

後
）

附

則

１
及
び
２

（
省

略
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
財
務
大
臣
に
対
し
、
外
貿
コ
ン
テ
ナ
貨
物
定
期
船
の
名
称
そ
の
他
前
項
に
規
定
す
る
税
率
の
適
用
に
関
し
て
必
要
な
情
報
で
財
務
省

令
で
定
め
る
も
の
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。


